
赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業の事後評価 

（評価項目の設定及びアンケート調査について） 
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赤坂九丁目北地区の事後評価の実施手順は、図１のとおりです。 

第１回事後評価委員会では、赤坂九丁目北地区の現地確認を実施し、「各事業の目的に応

じて設定する評価指標」及び「アンケート調査票（案）」について、事後評価委員会の「意

見・助言」をいただき、内容を決定します。 

第２回事後評価委員会では、「創意工夫・独創性など施行者が提案する評価指標」及び一

次評価について、事後評価委員会の「意見・助言」をいただき、内容を決定します。 

第３回事後評価委員会では、二次評価を実施し、評価内容を決定します。 

事務局作業 

第１回委員会 
(令和 4 年 8月 10 日) 

事務局作業 

第２回委員会 
(令和 4 年 11 月中旬) 

事務局 

作業 

第３回委員会 
(令和 5 年 1月下旬) 

事務局 

作業 

図 1 事後評価の実施手順 

目的に応じて設定する評価指標の選定 事業概要書の作成 

赤坂九丁目北地区の現地確認 

施設管理運営面の確認・ヒアリング 

意見・助言 施行者が提案する評価指標の決定 

アンケート調査の実施

目的に応じて設定する評価指標の決定 

事後評価委員会事務局 事後評価委員会 
施行者（再開発組合等） 

施設管理組合 

１ 事後評価の実施（手順及び作業の確認） 

二次評価 

結果の公表 

施行者が提案する評価指標の提案 

アンケート調査票（案）の作成 

提案内容の確認・ヒアリング 

アンケート調査票の決定 

一次評価の報告 

意見・助言 

一次評価の見直し 

評価書作成、一次評価 

1



２-１ 評価対象地区の選定

港区市街地再開発事業事後評価制度では、都市再開発法に基づき実施される市街地再開

発事業のうち、港区市街地再開発事業等補助金要綱に基づき補助金を交付する事業を対象

とします。 

事後評価においては、供用開始後の維持管理・活用といった取組についても確認・評価を行

うこととし、事後評価の実施は、事業完了後概ね５年以内とし、今年度は赤坂九丁目北地区

を対象とします。 

２ 評価対象地区の選定・事業概要について 
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赤坂九丁目北地区の街づくりについて

☐区域図（赤坂九丁目地区）

１. 計画地の位置・地区の概況

赤坂九丁目北地区は、東京ミッドタウンに隣接し、赤坂通りに面した約0.8haの区域です。

当地区は、国際色豊かな六本木とファッショナブルな青山のショッピングエリアに近接しているとともに、東京

ミッドタウンの豊かな緑化空間に隣接するなど、都心を代表する優れた立地環境にあります。また、地下鉄乃木坂

駅や六本木駅に近接する交通利便性の高い地区です。

一方、地区内には老朽化した低層木造家屋が密集し、未接道敷地も多い状況でした。また、台地上に位置する東

京ミッドタウンと本地区との間には最大で約13mの高低差があるとともに、隣接する特別区道第1157号線は急勾配な

坂道であり、斜面地部分は急傾斜地崩壊危険箇所となっています。

本事業により、安全な住環境を備えた都市型住宅の整備や、地形を生かした積極的な緑化が実現し、東京ミッド

タウンと一体となった魅力ある複合市街地が形成されました。

【参考】従前の状況図

当地区

出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/）
※基盤地図情報を加工して作成

③ ⑤④

赤坂九丁目北地区

赤坂九丁目地区地区計画

従前の当地区は、赤坂通り沿いに区立桑田記念児童遊園や区立中之町幼稚園が設置されており、南側には

低層木造住宅が密集していました。また、地区内の道路は幅が狭く、未接道の敷地も多かったため、災害時

の緊急車両の進入が困難な状況にありました。

当地区東側の歩行者専用道路沿いの斜面地は急傾斜地崩壊危険箇所として公表されており、その斜面地に

面して多くの住宅が建っていました。このことから、斜面地の傾斜の緩和や安全な擁壁の整備が求めらてい

ました。

赤坂九丁目地区地区計画

凡例

当地区

港区貸付地

幅員4m未満の道路

幅員4m以上の道路

特別区道第1157号線

急傾斜地崩壊危険箇所

通路

8％勾配（赤坂通りから東京
ミッドタウンまでの傾斜路）

①

区立桑田記念
児童遊園

⑤

④
③

赤坂通り

特別区道第1157号線
（斜面地部分）

歩行者専用道路
（特別区道第1157号線）

斜面地
（特別区道第1157号線）

区立中之町幼稚園

区立桑田記念児童遊園

区立赤坂中学校

急傾斜地崩壊危険箇所の斜面地

②

区立赤坂中学校

区立桑田記念
児童遊園

区立赤坂小学校
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２. これまでの主な経緯

３. 主要な公共施設等

施行区域面積 約0.8ha

敷地面積 約4,670㎡

建築面積 約1,890㎡

延べ面積
（容積対象）

約44,700㎡
（約29,400㎡）

主要用途
住宅（330戸）、
公共施設、駐車場

建築物の高さ 約170ｍ

階数 地上44階/地下1階

□配置図

□ 第一種市街地再開発事業における施設建築物の概要平成１３年４月 「赤坂九丁目地区地区計画」都市計画決定公示

平成14年4月 「檜町地区街づくり構想（案）」策定

平成17年6月 「赤坂九丁目北地区まちづくり懇談会」設立

平成１９年3月 東京ミッドタウンオープン

平成21年7月 「赤坂九丁目北地区まちづくり準備会」設立

平成22年1月 「赤坂九丁目北地区市街地再開発準備組合」設立

平成25年6月 「赤坂九丁目北地区第一種市街地再開発事業」都市計画決定告示

平成25年12月 赤坂九丁目北地区市街地再開発組合 設立認可

平成26年11月 権利変換計画認可

平成27年2月 建築工事着手

平成30年2月 工事完了公告

平成31年3月 赤坂九丁目北地区市街地再開発組合 解散認可

種 類 名 称 幅員又は面積 延長 備 考

主
要
な
公
共
施
設

その他の
公共空地

公共空地 約1,000㎡ ー 新設

児童遊園 約1,540㎡ ー 再整備

歩行者専用道路 4m 約120m 新設

歩行者通路 2m 約60～65m
新設（EV、デッキ部

分を含む）

歩行者専用道路緩衝帯 約900㎡ ー 新設

４. 施設建築物の概要

☐施設建築物

施設建築物

区立桑田記念児童遊園
（再整備）

歩行者専用道路
（新設）

公共空地
（新設）

歩行者通路（新設）
（バリアフリー経路）

歩行者専用道路緩衝帯
（新設）

施行区域

建築敷地

A 歩行者専用道路

A

【従前】 【従後】

□ 道路整備状況

施行区域界敷地境界

道路

4.0m2.0m

歩道状
空地

歩道状空地 道路

区立桑田記念児童遊園（再整備）

歩行者専用道路（新設）

歩行者専用道路緩衝帯
（新設）

特別区道第1156号線

区立赤坂中学校
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■1F平面図

■断面図
主
要
な
用
途

①住宅施設 · 地区計画において定められる土地利用に関する基本方針に基づき、住宅施設を配置しています。

②子育て支援施設
· 港区が床を所有、運営を行う子育て支援施設として、2階に「子育て広場」「乳幼児一時預かり」

「みなと保育サポート」の3つが設置されています。

③高齢者福祉施設
· 港区が床を所有し民間が運営を行う高齢者福祉施設として、2階に小規模多機能型居宅介護施設が設

置されています。

防
災
施
設

④防災備蓄倉庫
· 住宅フロア各階に居住者用の防災備蓄倉庫を備え、災害・復旧機関における居住生活が継続できるよ

う、水や非常食、毛布などが備えられています。

⑤非常用電源 · 非常用電源を備え、非常用エレベーターや共用廊下に電力供給を行います。

⑥災害時の地域集合場所
· 港区地域防災計画により区立桑田記念児童遊園が地域集合場所に指定されており、隣接する公共空地

と一体で街区公園に相当するスペースが整備されています。また、区立桑田記念児童遊園にはかまど
ベンチ・マンホールトイレが整備されています。

⑦帰宅困難者の避難場所
· 1次セキュリティの範囲内の1階住宅ラウンジに、100名の帰宅困難者などの被災者が一時的に避難で

きる受入れスペースが確保されています。

外
構
等

⑧歩行者通路
· 地形の高低差を解消するバリアフリー経路とし、歩行者専用道路の機能を補完する幅員2ｍの歩行者

空間が整備されています。また、避難所（隣接する区立赤坂中学校）へのバリアフリー動線としてエ
レベーターが整備されており、建物の非常用電源によって災害時にも使用可能な設備となっています。

⑨公共空地
· 区立桑田記念児童遊園と一体的に整備することで、赤坂通り沿道に街区公園に相当する規模（約
2,540㎡）のオープンスペース・緑化空間が確保されています。また、赤坂通り沿いを歩道状に整備
することで、快適な歩行者空間を形成しています。

⑩南側のオープンスペース · 地形を生かした緑化空間として整備されています。

⑪児童遊園
· 地域の資源であった区立桑田記念児童遊園をより魅力ある空間として整備するため、二つに分かれて

いた区域を集約し、公共空地と一体的に整備されてます。また、土地の記憶を受け継ぎ従前の位置か
ら大きく変えず、日陰となる時間が短くなるように当地区の北東側に集約配置されています。

⑫歩行者専用道路緩衝帯
· 急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている斜面地のうち、当地区内の約900㎡の範囲の傾斜を緩和し、

安全で緑豊かな斜面緑地として整備されています。

⑩南側のオープン
スペース

⑨公共空地
（※車路を除く）

⑥災害時の地域集合場所
⑪児童遊園

⑫歩行者専用道路
緩衝帯

⑧歩行者通路

六本木駅方面

赤坂駅方面

乃木坂駅方面

区立赤坂中学校

ＥⅤ

施設概要

①住宅施設

④防災備蓄倉庫
（各階）

⑦帰宅困難者の
避難場所

③高齢者福祉施設②子育て支援施設

⑤非常用電源

道路境界線

区立赤坂中学校▼3F

道路境界線

▼4F

▼10F

▼20F

▼30F

▼40F

▼44F

▼1F(G.L.)

▼B1Fキープラン
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３－１ 各事業の目的に応じて設定する評価項目、評価指標（案） 

港区市街地再開発事業事後評価制度では、評価項目の評価指標を、『全事業に共通する評

価指標』、『各事業の目的に応じて設定する評価指標』、『創意工夫・独創性など施行者が提案

する評価指標』に分類しています。 

赤坂九丁目北地区では、表１の評価項目と評価指標を『各事業の目的に応じて設定する評

価項目と評価指標』として設定します。 

表１ 各事業の目的に応じて設定する評価項目、評価指標（赤坂九丁目北地区） 

評価項目 
評価指標 

大項目 中項目 小項目 

建築物の整備 

建築敷地の整備 

居住性・快適性 住宅整備 住宅整備水準 

公益施設整備 公益施設整備状況 

住民等の満足度 

住民等の利用頻度 

調和性・活力 地域創造 周辺景観との調和 

地域のシンボル性 

歴史・文化 地域資源の活用状況 

（１）評価項目として設定した理由 

□住宅整備―住宅整備水準

赤坂九丁目北地区地区計画において、「定住性の高い、良質で多様な暮らしに対応した都

市型住宅及び公益施設を導入する」とされており、市街地再開発事業の都市計画においては、

約 330戸、約 24,700 ㎡の住宅建設を目標として定めているため、評価項目として設定しま

す。 

３ 評価項目の設定 
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□参考資料【住宅整備―住宅整備水準】

赤坂九丁目地区地区計画 計画書（抜粋）

赤坂九丁目北地区市街地再開発事業 計画書（抜粋） 
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□公益施設整備―公益施設整備状況

近年、赤坂区域だけでなく港区全域において就学前人口や高齢者人口が年々増えており、

今後も増加の傾向が見込まれる現況を踏まえ、当再開発の目標として掲げる「多様な世代が

住み続けられる都市型住宅の整備」を実現するため、港区の権利床を活用して、高齢者福祉

施設である「小規模多機能型居宅介護施設」及び子育て支援施設である「子育てひろば」、

「乳幼児一時預かり」、「みなと保育サポート」を導入しているため、評価項目として設定し

ます。 

□参考資料【公益施設整備】

赤坂九丁目地区地区計画（Ｃ地区） 企画提案書（抜粋）

子育て支援施設イメージ 高齢者福祉施設イメージ 
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〇赤坂区域の人口（０歳～５歳）の推移と推計 

平成 15 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 

赤坂区域 1,068 1,402 1,518 
1,704 

(1,491) 
1,814 

(1,522) 
1,912 

(1,496) 
2,030 

(1,487) 

区全域 7,067 11,584 11,985 
13,577 

(12,516) 

14,015 

(12,757) 

14,553 

(12,391) 

15,042 

(12,870) 

※平成 26年 3 月港区人口推計結果より。平成 26 年までは実績数。（ ）内は平成 23年 3 月港区人口推計結果

〇赤坂区域の人口都高齢者人口の推移と推計 

平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

高齢者人口(人) 6,871 6,941 
7,262 

(7,151) 

7,462 

(7,328) 

7,652 

(7,494) 

総人口(人) 30,391 30,881 
34,706 

(30,636) 
35,296 

(30,732) 
36,192 

(30,803) 

高齢化率 22.6％ 22.4％ 
20.9％ 

(23.3％) 
21.1％ 

(23.8％) 
21.1％ 

(24.3％) 

※平成 26年 3 月港区人口推計結果より。平成 26 年までは実績数。（ ）内は平成 23年 3 月港区人口推計結果
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□地域創造―周辺景観との調和（近景・中景景観の評価）

赤坂九丁目北地区地区計画の地区整備計画において、建築物等の形態又は意匠の制限と

して、「１）建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色をさけ、街並み形成に配慮す

るなど周辺景観と調和したものとする。」、「２）屋外広告物は建築物と一体のもの、また歩

行者空間と調和のとれたものなどとし、設置位置、形態、規模、意匠などについて十分配慮

がなされ良好な都市景観の形成に寄与するものとする。」と定められているため、評価項目

として設定します。 

□参考資料【地域創造―周辺景観との調和】

赤坂九丁目地区地区計画 計画書（抜粋）
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□地域創造―地域のシンボル性（遠景景観の評価）

当地区の景観形成の方針として、六本木・赤坂という東京を代表する繁華な地区の景観特

性である、拠点的に“群”としてまとまった複合市街地による景観形成に寄与するよう、隣

接する東京ミッドタウンと一体となった景観形成を図っています。また、赤坂という立地特

性を考慮した都市型住宅に相応しい外観デザインとするとともに、隣接する東京ミッドタ

ウンの建物との調和にも配慮した景観形成を図っているなど、「“群”としての地域の特徴的

かつ象徴的な景観形成」を目的としているため、評価項目として設定します。 

□参考資料【地域創造―地域のシンボル性】

赤坂九丁目北地区地区計画（Ｃ地区） 企画提案書（抜粋）

当地区 

（ＴＰ＋１８７ｍ） 

建物高さ１７０ｍ 
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□歴史・文化―地域資源の活用状況

昭和 25年に開設した区立桑田記念児童遊園は、この地に長く在住し、赤坂区檜町の宅地

約二千坪と邸宅を港区に寄贈した桑田家の徳業をたたえるために設置された施設として、

長く地域の方々から親しまれてきました。 

このため、再開発事業に伴う児童遊園の再整備に当たっては、地域の方々の記憶や土地の

記憶を受け継ぎ、従前の地盤の高さやゾーニングを継承しました。また、従前の児童遊園に

設置されていた防災井戸、水鉢、灯篭、児童遊園の歴史を示す石碑などを移設、保存し、従

前の樹木を従後の児童遊園及び敷地内のオープンスペースに存置又は移植するなど、記憶

を継承する環境整備が行われているため、評価項目として設定します。 

□参考資料【歴史・文化―地域資源の活用状況】

従前 従後 

区立桑田記念児童遊園 

児童遊園の全体像 児童遊園の全体像 

灯篭 石碑 灯篭 石碑 
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（２）事業の目的ではないため除外した評価項目

□地域創造―地域の活性化の取組状況

当地区では、地域活動における地域活力の維持向上等を事業の目的としていないため、評

価項目からは除外します。 
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３－２ 創意工夫・独創性など施行者が提案する評価指標（案） 

多様化する市街地再開発事業の評価に当たっては、事業目的の重点の置き方や課題が地

区ごとに異なることから、それぞれの地区特性に応じた評価を行う必要性があります。 

また、地区ごとに地域の個性や多様な魅力を生み出す創意工夫・独創的な取組についても

評価を行う必要があります。 

赤坂九丁目北地区では、表２の評価指標を『創意工夫・独創性など施行者が提案する評価

指標』として設定します。 

表２ 創意工夫・独創性など施行者が提案する評価指標（赤坂九丁目北地区） 

評価指標 評価内容 

① 斜面地の安全化 ・急傾斜地崩壊危険箇所として公表されている区道

1157号線の斜面地の緩傾斜化

② 安全で快適な歩行者ネット

ワークの形成

・歩行者通路（バリアフリー動線）の整備

③ 緑化空間の整備 ・水と緑のネットワークに寄与する緑化空間の整備
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提案① 災害時に避難困難な木造密集地域に面する急傾斜地崩壊危険箇所である崖について、安全な斜面地整備及び避難ルート確保により都市防災へ貢献

【従前の課題】 【取組内容】

• 避難所となる台地上の区立赤坂中学校との間には約13mの地形的な高低差があり、斜面地による行止
りとなっているため、災害時の避難経路確保や救援救護活動が難しい状況でした。

• 斜面地は東京都により急傾斜地崩壊危険箇所に指定されており、斜面地の改修など安全対策の実施が
地区内住民から望まれていました。

• 急傾斜地崩壊危険箇所に指定されている特別区道第1157号線の斜面地（歩行者専用道路緩衝帯）の傾斜を緩
和し、安全で緑豊かな斜面緑地や擁壁を整備するとともに、台地上へのアクセスルートを確保するなど、地
域の安全な都市基盤を整備しました。

図表1-1 従前の地区の状況と急傾斜崩壊危険箇所の位置づけ 図表1-2 急傾斜地の安全対策と避難ルートの確保

図：港区土砂災害危険箇所 出典：土砂災害危険箇所マップ（東京都）

計画地

C地区

急傾斜地崩壊危険箇所

凡 例

8％勾配（赤坂通りからの
上り勾配。）

① 災害時にお

ける緊急車両の

進入が困難な狭

隘道路の状況

歩行者
専用道路２号

赤坂通り

区立桑田記念児童遊園

区立赤坂中学校

下枝のない高木植栽

歩道側に傾斜するように盛土し
緑視率を向上させる

T.P+18.0

T.P+28.0

T.P+16.0

A-A’断面図

見通しの良い
一時避難場所となる広場

通路

当地区

港区貸付地

２項道路
（幅員4ｍ未満）

３号道路
（幅員4ｍ以上）

区道1157号線

凡 例

区立中之町幼稚園

区立桑田記念児童遊園

区立桑田記念
児童遊園

赤坂通り

区立赤坂中学校

急傾斜地崩壊危険箇所の斜面地

B-B’断面図

A’

A
区立桑田記念
児童遊園広場

森の遊び場

森のデッキ通路

結節点広場

斜面緑地の
復元

施設建築物

B

B’

歩行者専用道路2号
（既設）

見通しを確保した
安心・安全な段床広場

斜面地
（特別区道第1157号線）

歩行者専用道路
（特別区道第1157号線）

② 緩傾斜化や安全な擁壁に整備することが求められて

いる、急傾斜地崩壊危険箇所として公表されている斜面

地に面して建つ住宅
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地形差を解消する、地域の安全で快適な歩行者ネットワークの形成

提案② 地形差を解消する、地域の安全で快適な歩行者ネットワークの形成（高低差のある地域間を結ぶ歩行者道路の新設とバリアフリー動線となる敷地内歩行者通路の整備）

図表2-2 バリアフリー動線の整備図表2-1

• 計画地周辺には東京メトロ千代田線乃木坂駅、東京メトロ日比谷線・都営大江戸線の六本木駅の３駅
があるが、周辺地域は地形による高低差が約１３ｍあり、バリアフリー化された歩行者動線が確保さ
れておらず地域間の往来に課題がありました。

• 地区の避難所となる区立赤坂中学校は台地上にあり、避難経路や救援物資の輸送ルートの改善につい
ても、地区内、地区周辺住民から地域改善が求められていました。

• 赤坂通りと東京ミッドタウン間にある地形の高低差を解消し、有効に連絡する歩行者専用道路及び歩行者通
路を設け、赤坂九丁目地区として安全で快適な歩行者ネットワークの形成を図りました。

• 歩行者通路はＥＶを経由するバリアフリー経路として整備し、日常の歩行者動線の利便性を向上するだけで
なく、災害時の避難や救援救護の物資輸送にも対応する経路として確保し、安全で安心な都市環境の形成を
実現しました。

【従前の課題】 【取組内容】

T.P+18.0

T.P+28.0

T.P+16.0

ＥＶ

視認性を高めるシースルー構造

東京ミッドタウン方面赤坂通り方面

図：バリアフリー動線のイメージ

図：歩行者通路４号整備イメージ

視認性を高めるシースルー構造

ミッドタウン方面へとつながる

歩行者通路４号（デッキ）

区立桑田記念児童遊園
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赤坂通り
（緊急輸送道路）

乃木坂駅方面

東京ミッドタウン
・六本木駅方面

水盤

水盤

水盤

提案③ 東京ミッドタウンから連なる水と緑のネットワークに寄与する緑化空間の整備

• 区立桑田記念児童遊園と敷地内の公共空地を一体的に整備することで、地域の憩いの空間となる街区公園に相当する規模のオープンスペースを確保するとともに、東京ミッドタウンの緑とつながる緑豊かな景観を形成をしま
した。

• 土地の記憶としての地形高低差を生かした３段構成や３つのゾーンを引き継ぐとともに、傾斜を緩和し安定した斜面地として復元することで、都会の中で緑の中を回遊し、四季折々の豊かな彩りを感じることのできる景観を
形成し、歩行者が楽しめ東京ミッドタウンからつながる緑と水を演出することで、魅力的な潤いある空間を創出することを実現しました。

• 緑の配置については、区立桑田記念児童遊園内には、下枝の高い高木を配し、緑に囲まれながら視線が通る安全で快適な利用者の憩うことのできる緑化空間を創出しました。また、斜面緑地や森のデッキ通路周辺では、下枝
の高い高木や多様な中低木層で落葉樹と常緑樹をバランスよく配置することで、東京ミッドタウンの緑地からつながる夏場の卓越風をつなげる風の道となり、冬場の陽だまり空間をつなげる快適な空間を創出しました。

図表3-2 区立桑田記念児童遊園の土地の記憶を活かした再整備図表3-1 東京ミッドタウンから連なる、水と緑の空間創出と景観の形成

□従前の区立桑田記念児童遊園

□再整備後の区立桑田記念児童遊園の整備方針

区立桑田記念児童遊園と

公共空地２号の一体的整備

区立桑田記念児童遊園の再整備

（面積約1,500㎡）

歩行者専用道路緩衝帯と区立桑田記念児童遊園、

オープンスペースとの一体的な整備

当地区

日本銀行氷川寮

檜町公園

東京ミッドタウン

乃木神社

乃木公園

青山霊園

氷川神社

緑と水のネットワークのイメージ

A’

A
公共空地２号（面積約1,000㎡）

災害時の参集スペース、救援救護物資の

搬入・集積するスペースとして機能

公共空地２号

計画建物

赤坂通り

歩行者専用道路
緩衝帯

区立桑田記念

児童遊園

エントランスゾーン

休憩ゾーン

遊具ゾーン
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３－３ 港区市街地再開発事業事後評価制度評価項目と赤坂九丁目北地区市街地再開発事業における事後評価項目一覧 

『      ：全事業に共通する評価指標』  『      ：各事業の目的に応じて設定する評価指標、      ：評価対象としない評価指標』  『      ：創意工夫・独創性など施行者が提案する評価指標』 

評価項目 
評価指標 評価内容 

参考 

大項目 中項目 小項目 評価分類※ 

公共施設の整備 都市基盤整備 道路・公園の整備水準 従前・従後における道路の整備水準（道路幅員、公園の整備面積等） ① 

住民等の満足度 道路整備状況（公園整備状況）の満足度（アンケート調査） ① 

住民等の利用頻度 道路（公園）の利用目的、利用頻度（アンケート調査） ① 

建築物の整備 

建築敷地の整備 

都市防災 耐火率（建物構造） 従前・従後における地区内建築物の耐火率 ① 

不燃領域率 従前・従後における地区内不燃領域率 ① 

細街路状況 従前・従後における地区内細街路の状況 ① 

防災施設の整備状況 防災施設の整備内容をもとに、地域の防災性の向上への取組み（防災訓練）など ① 

居住性・快適性 事業継続性 施設稼働状況 整備した住宅、事務所、店舗等の入居率 ① 

施設管理運営状態 施設の維持管理運営の取組み ① 

住宅整備 住宅整備水準 港区住宅基本計画等の住宅整備面積水準との整合性 ② 

公益施設整備 公益施設整備状況 公益施設の有無と整備床面積 ② 

住民等の満足度 公益施設の整備満足度（アンケート調査） ② 

住民等の利用頻度 公益施設の利用者頻度（アンケート調査） ② 

公開空地整備 公開空地の整備状況 公開空地の整備内容と整備状況（管理状況） ① 

住民等の満足度 公開空地の整備内容についての満足度（アンケート調査） ① 

住民等の利用目的・頻度 公開空地の利用目的・利用頻度（アンケート調査） ① 

調和・活力 地域創造 周辺景観との調和 区域全体のまちなみ・景観形成の取組み（特に近景景観、中景景観）の効果（アンケート調査） ② 

地域のシンボル性 区域全体のまちなみ・景観形成の取組み（特に遠景景観）の効果（アンケート調査） ② 

地域の活性化の取組状況 自治会やエリアマネジメント組織の有無の確認、及び地域活動における地域活力の維持向上への貢献度 ② 

歴史・文化 地域資源の活用状況 歴史的建築物の保存、復元や地域の行事、祭りなどを継承する取組みの有無。 

また、新たな文化を創造する取組みの有無。 

② 

創意工夫・独創性 施行者が提案する評価指標 地域の個性や多様な魅力を生み出す創意工夫・独創的な取組み ③ 

費用対効果 費用便益比（Ｂ/Ｃ） 事業の効率性（従前・従後の費用便益比（Ｂ/Ｃ） ① 

② ③ ② ① 

18



４－１ アンケート調査の目的 

事後評価項目に基づき、都市基盤整備等に関する住民の満足度や、公開空地整備の満足度、

防災施設の整備状況の認知度などを評価するため、アンケート調査を実施します。 

４－２ アンケート調査の実施 

（１）アンケート対象者 

地区内及び地区周辺の住民、法人の方々を対象にアンケートを実施します。 

（２）アンケート調査項目と評価方法 

アンケート調査項目と評価方法は表 3のとおり設定します。また、評価とは別に、今後の

街づくりの参考資料とするため、地区内の方々を対象に、地域のコミュニティー活動や居住

満足度を調査します。 

表 3 アンケート調査項目と評価方法 

評価項目（小項目） 評価指標 調査方法 

都市基盤整備 住民等の満足度 感性・官能調査 

住民等の利用頻度 頻度調査 

都市防災 防災施設の整備状況 認知度調査、感性・官能調査 

公益施設整備 住民等の満足度 感性・官能調査 

住民等の利用頻度 頻度調査 

公開空地整備 住民等の満足度 感性・官能調査 

住民等の利用頻度 頻度調査 

地域創造 周辺景観との調和 感性・官能調査 

地域のシンボル 感性・官能調査 

地域活性化の取組状況 頻度調査 

創意工夫・独創性 緑化空間の整備 感性・官能調査 

（３）アンケート調査票 

別紙 2を参照 

４ アンケート調査 
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（４）アンケート調査の範囲 

アンケート調査範囲は、港区赤坂七丁目、赤坂八丁目、赤坂九丁目とし、図 3の示す範囲

とします。アンケート調査票は、アンケート範囲内の全建物、住戸等、約 4,500件（国勢調

査等から推計）を対象に 2通ずつを配布（ポスティング）します。 

図 3 アンケート調査範囲 

（５）アンケートの回答方法と回収 

アンケート調査票は、後納郵便による回答又はインターネット回答により回収します。 
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